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１．新規公募課題の概要
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※事業費は国⼟交通省との合算（農林⽔産省分は33百万円）

※



１．新規公募課題の概要
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１．新規公募課題の概要
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１．課題の概要 ー 研究内容・達成目標・主な留意事項 ー

令和８年度農林⽔産技術会議事務局における事前防災対策総合推進費による調査研究委託事業課題名

－個別課題名

R8〜10研究期間（予定）

99,613千円委託初年度限度額

小課題①︓AI と⽔理モデルの融合による⽔路等の広域監視技術の開発
農業⽤の排⽔路の⽔位を遠隔監視する技術を構築し、豪雨による発災初期の⽔位異常を⾼精度に
検知する。また、国⼟交通省と連携して⾼精度化した雨量データを活⽤し、⾼速な⽔理モデルによる解
析により、浸⽔被害を軽減する適切な施設操作を実施するための技術を開発する。

小課題②︓⼤規模地震時地すべり危険度評価システムの構築
大規模地震時の地すべり危険度マップについて、国⽴研究開発法⼈ 産業技術総合研究所と連携して
プロトタイプを作成し、さらに迅速かつ簡便な地震時地すべり危険度評価システムを開発・公開する。

小課題③︓埋設管の漏⽔の⾼精度ロボット探査・情報の共有技術の開発
農業⽤パイプライン⽤に開発されたカプセル型の漏⽔探査ロボットの⾼精度化及び、⽔道分野にも適⽤
拡大するための改良を⾏うことにより、地下埋設管内の漏⽔位置を特定可能にする技術を開発する。ま
た、⽼朽化した埋設管の計画的な補修・更新が可能となるよう、得られた測定データ等を管理者の他、
国や自治体等と共有するシステムを開発する。

研究内容

⼩課題①︓・⽔位データの⾼度ノイズ除去技術の開発。
・⾼精度化した雨量データと⽔位データを活⽤した⽔理解析技術の⾼度化。

⼩課題②︓・地すべり危険度マップのプロトタイプの作成。
・迅速かつ簡便な地震時地すべり危険度評価システムの開発・公開。

⼩課題③︓・カプセル型の漏⽔探査ロボットの⽔道分野への適⽤拡大技術の開発
・測定データ等を管理者の他、国や自治体等と共有するシステムの開発。

達成目標
(R10年度まで)

・事前防災対策調査研究事業で開発する手法については公知化してください。
・別紙２のデータ⽅針に基づき、データマネジメント企画書を作成してください。主な留意事項

応募要領別紙１
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２．研究実施スキーム 応募要領V3 Ⅵ３、Ⅶ2、3

委託研究の流れ委託研究の進⾏管理・評価

• 研究課題の評価

評価専門委員会

• 研究推進方針の検討
• 進捗状況等の把握

運営委員会

• 事業全体の推進
• 研究実施計画の決定、
進⾏管理

農林⽔産省

• 研究の実施

コンソーシアム等

研究機関
（代表機関）

研究機関
（共同研究機関）

委託

進⾏管理

評価

設
置

 研究開発は、農林⽔産省から委託されたコンソーシアム等が実施
（※単独での応募も可能。）

 進⾏管理は、農林⽔産省が設置した運営委員会が⾏う
 評価は、農林⽔産省が設置した評価専門委員会が⾏う

毎
年
度
契
約

研究開発
１年目

２年目

３年目

公募

研究開発
終了後

 公募実施後、審査委員会による審査で委託予定先を選定
 契約条件の確認を終え次第、契約を締結（契約は毎年度実施）
 毎年度、運営委員会により、研究計画や進捗等を確認
 研究期間の最終年度の前年度に、評価専門委員会により終了時評価

を実施
 研究終了後2年目、5年目（必要に応じて10年目）の研究成果の普

及・活⽤状況を把握する追跡調査を実施

協⼒機関
（必要に応じて位置付け）

外部有識者

外部有識者

⾏政部局

プログラムディレクター

プログラムオフィサ―

運営委員会
（年2回程度開催、研究計画・進捗等を確認）

運営委員会（年1,2回程度開催、以下同じ）
評価専門委員会（終了時評価）

運営委員会

評価専門委員会
（2年目の普及・活⽤状況を追跡調査）

評価専門委員会
（5年目の普及・活⽤状況を追跡調査）
（必要に応じて10年目の追跡調査）

審査委員会

毎
年
度
研
究
実
績
報
告
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３．研究実施体制・応募資格要件 応募要領Ⅲ1(1)

主な応募資格要件
【単独での応募及び複数機関による応募の両方に共通する事項】

⺠間企業、技術研究組合、公益⼜は⼀般法⼈、国⽴研究開発法⼈、大学、地⽅公共団体、NPO法⼈、協同組
合等の国内に設置された法⼈格を有する研究機関等であり、以下を満たす者。

• 令和7・8・9年度農林⽔産省競争参加資格（全省庁統⼀資格）の「役務の提供等（調査・研究）」におい
てA、B、C⼜はDの等級に格付けされた者であり、国と委託契約を締結できる能⼒・体制を有すること

• 事業費の執⾏において、区分経理処理が⾏える会計の仕組み、経理責任者の設置や複数の者による経費執
⾏状況確認等の適正な執⾏管理体制を有すること

• 研究の実施計画の企画・⽴案、実施、成果管理等を統括する研究開発責任者を選定すること（代表機関に
常勤的に所属し、国内在住であること。また、当該研究に必要かつ十分な時間が確保できること）

• 原則、日本国内で研究を実施すること（必要と認められる場合は、この限りではない）
• 知的財産等に係る事務管理等を担う能⼒・体制を有すること
• 農林⽔産省から提⽰する委託契約書に合意できること 等

【複数の研究機関等がコンソーシアムを構成して研究を⾏う場合の要件】

 コンソーシアムを組織して共同研究を⾏うことに、コンソーシアム参加者全ての機関が同意していること。農林⽔産省と契
約するまでの間に、コンソーシアムとして以下のいずれかが確実であること。

• 実施予定の研究課題に関する規約を策定すること（規約⽅式）
• コンソーシアム参加機関が相互に実施予定の研究課題に関する協定書を交わすこと（協定書⽅式）
• 共同研究契約を締結すること（共同研究⽅式）等

 受託者（コンソーシアムを構成する場合は、全機関）は、公募課題の⼀部⼜は全部を他の研究機関等に再委託することは不可。
 採択後、契約締結までの間に、コンソーシアムの構成員に重大な変更等があった場合には、採択を取り消し、改めて委託先の選定を⾏うことがある。
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４．委託予定先の選定方法・審査基準 応募要領Ⅳ、別紙１別表

 外部専門家（⼤学・企業などの研究者等）等で組織する審査委員会において、審査基準に基づいて委託予定先を選定。
 委託予定先は、審査項目の合計点を審査委員で平均した点数＋加算項目に基づく加算点が最⾼になった提案書の提案者。
 委託予定先に対し、必要に応じて、研究実施に当たっての留意事項（提案書の⼀部の内容の変更等）を付す場合がある。
 留意事項の全部⼜は⼀部が実⾏できないと農林⽔産省が判断したときは、委託予定先としないことがある。
（※）下表は、⼀例として概要を記載したものである。詳細な審査基準は、応募要領別紙１の別表を参照。

配点審査基準

各審査項目について、4段階で審査

A（妥当／十分） 10点
B（概ね妥当／概ね十分） 7点
C（やや不適当／やや不十分） 3点
D（妥当でない／十分でない） 0点

 農林⽔産省が⽰した研究開発目標及び研究計画の⽅針と整合し、研究開発の取組が副次的に環境
に大きな負荷を与えるものとなっていない点も含め、みどりの⾷料システム戦略の実現に資するものとなって
いるか

研究開発の主旨

審
査
項
目
（
80
点
満
点
）

 農林⽔産省が⽰した研究開発目標及び研究計画の達成に向けて十分な内容となっているか

研究開発計画  提案の研究開発計画及び内容が科学的・技術的に優れているか

 提案の研究開発内容に実現可能性があるか

 提案の研究開発内容を遂⾏するための⾼い技術能⼒や設備を有しているか（知的財産等の取組状況
の有無を含む）研究開発体制・

情報管理実施体制
 研究開発の実施体制や管理能⼒、情報・知財管理体制等に優れているか（データマネジメントに係る

基本的な⽅針に基づいたデータマネジメントプランが作成されているかを含む）

 提案内容の予算配分が効率的なものとなっているか研究開発経費

 研究成果の実⽤化・事業化、普及に向けた戦略は明確であり、その実現の可能性はあるか技術の普及可能性

5点 環境負荷低減事業活動実施計画等の認定を受けているか法律に基づく認定制度の
活用状況

加
算
項
目

（
15
点
満
点
）

5点 研究開発を⾏う場所、圃場等に中⼭間地域に所在するものが含まれているか中山間地域における取組

1〜5点 ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、法令（⼥性活躍推進法、次世代育成⽀援対策推進法、
⻘少年の雇⽤の推進等に関する法律）に基づく認定を受けているか

ワーク・ライフ・バランス等
の推進

審査項目の1つ以上でD評価が
あった場合または審査項目の平均
点が満点の50％を超えない場合
は、原則委託予定先にしません。
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５．委託対象経費 応募要領Ⅴ2、別紙6

 直接経費︓研究の遂⾏及び研究成果の取りまとめに直接必要とする経費。
経理的に明確に区分できるものに限る（特に、消耗品費、光熱⽔料、燃料費等を計上する場合は注意）。

 ⼀般管理費︓直接経費ではないが、本委託事業のために必要な事務費、光熱⽔料等の経費。

主なポイント

 研究開発に直接従事する研究開発責任者や研究開発を⾏うために臨時に雇⽤する研究員等に係る給与、各研
究機関が認めた若⼿研究者の⾃発的な研究活動等に係る給与※１等。

 国または地⽅公共団体の交付⾦等で職員の⼈件費を負担している法⼈（地⽅自治体を含む。）については、原
則として職員分⼈件費の計上はできない。

ただし、研究開発責任者の人件費は体制の整備状況、計画時点での審査等で承認を受けている場合に限り計
上可※２。

 本事業を含む複数の外部資⾦から研究員、研究補助員等に⼈件費等を⽀払う場合は、本事業の研究課題に直
接従事する時間数により算出する。

このため、エフォート（研究専従率︓年間の全仕事時間を100％とした場合、そのうち当該研究の実施にかかる時
間の配分率）を作業⽇誌等により⼗分管理する必要。

 本事業の研究課題で使用するもので、耐用年数1年以上かつ取得価格が5万円以上の物品。
ただし、リース・レンタル等で経費を抑えられる場合は、リース等で対応。その場合は、借料及び損料で計上。

 購⼊の際は、複数の⾒積書を徴する、⼀般競争に付す等、購⼊手続きの適正性に留意した調達をする。

 研究以外の業務の代⾏にかかる経費（バイアウト経費）※３

 リサーチアシスタント経費※４ 等

 直接経費を除く本事業に必要な経費で、試験研究費の15％以内
 光熱⽔料等の全体額の⼀部を負担する場合には、事業に携わる⼈数⽐で按分する等により合理的に算出し、

本事業に係る経費として明確に区分する必要。

※1,2,3,4︓次⾴の「研究環境の改善に向けた取組」参照 10

細目

人件費

直
接
経
費

謝⾦

• 国内旅費
旅
費 • 外国旅費

• 委員等旅費

• 機械・備品費

試
験
研
究
費

• 消耗品費

• 印刷製本費

• 借料及び損料

• 光熱⽔料

• 燃料費

• 会議費

• 賃⾦

• 雑役務費

その他必要に応じて計上可能な経
費

試験研究費の15％以内
⼀
般
管

理
費

直接経費及び⼀般管理費のうち非
課税取引、不課税取引及び免税
取引に係る経費の10％

消
費
税
等

相
当
額



５．委託対象経費 ー 研究環境の改善に向けた取組 ー 応募要領Ⅶ、別添3〜６

 競争的研究費に関する関係府省連絡会申合せに準じて、研究環境の改善に向けた取組を⾏っている。

 本事業において雇⽤する若手研究者について、所属研究機関からの承認が得られた場合に
は、本事業から⼈件費を⽀出しつつ、本事業に従事するエフォートの⼀部を、自発的な研究活
動や研究・マネジメント能⼒向上に資する活動に充当することが可能。

競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇⽤される若手研究者の自発的な研究活動等に関する実施⽅針（R2.2.12付け競

争的研究費に関する関係府省連絡会申合せ）

前⾴※1

プロジェクトの実施のために雇用される
若⼿研究者の⾃発的な研究活動等

 研究活動に従事するエフォートに応じ、⼀定の条件を満たした所属研究機関に所属するPI
本⼈の希望により、直接経費から⼈件費を⽀出することが可能。

競争的研究費の直接経費から研究代表者（PI）の⼈件費の⽀出について（R2.10.9付け競争的研究費に関する関係府省連絡会

申合せ）

前⾴※2

研究開発責任者（PI）の人件費の
支出

 研究プロジェクトに専念できる時間を拡充するために、PI本⼈の希望により、所属研究機関が
構築するバイアウト制度に関する仕組みに則り、その者が所属研究機関においてになっている業
務のうち、研究以外の業務の代⾏に係る経費（バイアウト経費）を⽀出することが可能。

競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代⾏に係る経費を⽀出可能とする⾒直し（バイアウト制度の導⼊）について

（R2.10.9付け競争的研究費に関する関係府省連絡会申合せ）

前⾴※3

研究以外の業務の代⾏に係る経費
（バイアウト経費）の支出

 本事業においては、RAとして研究補助に従事する博士課程学生については、直接経費から
⼈件費等を⽀出することが可能。RAを雇⽤する研究機関において、RAの業務の性質や内容
に⾒合った単価を設定し、適切な勤務管理の下、業務に従事した時間に応じた給与を⽀払う。

競争的研究費におけるRA経費等の適正な⽀出の促進について（R3.3.26付け競争的研究費に関する関係府省連絡会申合せ）

前⾴※4

リサーチアシスタント（RA）経費等の
適正な支出の促進

詳細は応募要領別添５参照

詳細は応募要領別添４参照

詳細は応募要領別添３参照

詳細は応募要領別添６参照

申合せ掲載ページ

申合せ掲載ページ

申合せ掲載ページ

申合せ掲載ページ
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６．応募スケジュール・方法 応募要領Ⅲ２、３、別紙３、5

応募方法応募スケジュール

 応募スケジュールは、下表のとおり。

提案者農林⽔産省

• 提案書等の書類を作成し、e-
Radで提出

• 6/3 応募受付開始

６
月

• 6/11 公募説明会

• 6/24 応募受付終了
（17:00厳守）

• プレゼン資料の作成
• ６月下旬〜 書面審査

ヒアリング
委託予定先選定

• 審査委員会から付された留意
事項への対応

• コンソーシアムの設⽴
• 実施計画書の作成・提出
• 管理⼝座の開設
• 随意契約登録者名簿登録申

請書の提出
• 研究倫理教育の実施に関する

誓約書の提出

• 契約条件の確認を終え次第
委託契約の締結７

月

審査委員会

 提案書は⽇本語で作成。
 応募は「府省共通研究開発管理システム（e-Rad）」で受付。

郵送や直接の持ち込み、メール等では⼀切受け付け不可。
 e-Radの使⽤に当たっては、事前に「研究機関等」と「研究者情

報」の登録が必要。
 事前登録には、通常でも1〜2週間程度（混雑具合によっては

それ以上）を要する場合があるため、⼗分な時間的余裕をもって⾏
うこと。

 応募の際には、e-Rad上で所属研究機関の事務代表者による
応募情報の承認を受ける必要。応募受付期間内に承認されない
場合は、応募情報が農林⽔産省に提出されないため注意。

e-Radの操作⽅法に関する問い合わせ先︓
e-Radヘルプデスク

TEL︓0570-057-060 （ナビダイヤル）
03-6631-0622 （直通）

受付時間 9:00〜18:00
※⼟曜日、日曜日、国⺠の祝日を除く。
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提案書
関係

（必須）

加算項目
関係

（任意）

研究環境
改善関係
（任意）

６．応募スケジュール・方法 ー 提出書類の全体像 ー 応募要領Ⅲ３（２）

 応募に当たっては、次の資料を提出する必要。

1. 研究開発の目的及び内容等
2. 細部研究計画
3. 研究実施機関の体制
4. 研究開発予算及び研究員の年度展

開並びに初年度予算の概算 等 ＋

 研究実施機関の情報
応募要領別紙４ （提案書様式）

 PI 研究経歴書

 研究員 研究経歴書

 情報管理経歴書

 データマネジメントプラン

 研究ロードマップイメージ

 権利化等⽅針

様式4-1

様式4-2

様式4-3

様式4-4

様式4-5

様式4-6

様式4-7

R7・8・9競争参加資格の写し

 みどり法の⾷料システム法、スマート農業技術活⽤促進法  ⼥性活躍推進法、次世代育成⽀援対策推進法、⻘少年の雇⽤の推進等に関する法律

認定制度の活⽤状況等を⽰す書類 ワーク・ライフ・バランス推進を⽰す書類

 PI⼈件費の⽀出に係る体制整備状況と活⽤⽅針
別添４の別添様式1及び２

 若手研究者の自発的な研究活動等承認申請書

別添５様式例

＋

＋
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その他研究成果の取扱知的財産権の帰属

７．研究成果とデータの取扱 ー 知的財産権の帰属、その他研究成果の取扱 ー 応募要領Ⅵ2 (2) (3) (5)

 本事業では、研究成果に係る知的財産権が得られた場合、⽇本版バイ・
ドール制度等に基づき、受託者が以下①〜➄の事項の遵守を約すること
（確認書の提出）を条件に、農林⽔産省は受託者から知的財産権を譲
り受けないこととする予定。

① 研究成果に係る発明等を⾏った場合には、出願等を⾏う前に農林⽔産
省に報告すること

② 農林⽔産省が公共の利益のために当該知的財産権を必要とする場合
に、農林⽔産省に対して無償で実施許諾すること

③ 当該知的財産権を相当期間活⽤していない場合に、農林⽔産省の要
請に基づき、第三者に当該知的財産権を実施許諾すること

④ 当該知的財産権の第三者への移転⼜は専⽤実施権等の設定等を⾏
う場合は、⼀部の例外を除き、あらかじめ農林⽔産省の承認を受けること

⑤ 当該知的財産権について自ら⼜は許諾先が国外で実施する場合には、
あらかじめ農林⽔産省の承諾を受けること

遵
守
す
る
事
項

知的財産権とは
特許権、特許を受ける権利、実⽤新案権、実⽤新案を受ける権利、意匠
権、意匠登録を受ける権利、回路配置利⽤権、回路配置利⽤券の設定
の登録を受ける権利、育成者権、品種登録を受ける地位、著作権、外国
におけるこれらの権利に相当する権利、ノウハウを使⽤する権利

登録等がされた際の報告
出願について設定の登録等を受けた場合、出願の取り下げを⾏った場合、拒絶された

場合等は、定められた期間内に農林⽔産省へ報告が必要。

特許出願非公開制度についての報告
出願について経済安全保障推進法に基づく特許非公開手続の対象となった場合は、

所定の事項を遅滞なく農林⽔産省に報告が必要。

知的財産権に関する実施状況報告
国内で知的財産権の実施をした場合や第三者に知的財産権の実施許諾（再実施

許諾も含む）を⾏った場合は、遅滞なく、農林⽔産省へ報告が必要。

研究成果の公表の際の事前報告
論⽂、パンフレット、メディア（新聞、テレビ等）において、研究課題に係る活動⼜は成

果を公表する場合、事前にその概要を農林⽔産省に報告が必要。

知的財産権の放棄
知的財産権の放棄を⾏う場合は、事前に農林⽔産省へ報告が必要。

など

報
告
⼿
続

外国籍の者に実施許諾する際の承認⼿続
外国籍を有する者に知的財産権の実施許諾をする場合は、事前に農林⽔産省の承

認を受けることが必要。

承
認
⼿
続
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日本版バイドール制度について

 左記事項のほか、以下のように研究成果に係る知的財産権について、出
願、登録、実施、実施許諾、放棄等を⾏った場合や研究成果を公表する
場合には、契約期間中か否かに関わらず、定められた期間内に農林⽔産
省への報告・承認⼿続が必要。



７．研究成果とデータの取扱 ー 知的財産マネジメント、権利化等方針 ー 応募要領Ⅵ2 (7)

 本事業における知的財産は、農林⽔産研究における知的財産に関する方針に基づき、適切な知的財産マネジメントを⾏う必要。

知財合意書
コンソーシアムを構成して研究を⾏う場合、研究1年目に本事業における知的財産に関する基本的な合意事項を検討し、コンソーシアムの構成員間における合意⽂書を作成し、農林⽔
産省へ提出。
権利化等方針（提案書様式4-7） ※以下記載例を参照

本事業では、研究成果の権利化、秘匿化、論⽂公表等による公知化、標準化といった取扱や実施許諾等に係る⽅針を作成し、応募時に農林⽔産省へ提出。
データマネジメントプラン（提案書様式4-5）
本事業では、データマネジメントに係る基本⽅針（応募要領別紙２）を踏まえて、研究開発データの取扱に係る⽅針を作成し、応募時に農林⽔産省へ提出。

研
究
開
始
時

知財マネジメントの実施
知財合意書に基づき、研究成果の権利化等に関する調整など、知財マネジメントに取り組む。権利化等⽅針を基本としつつ、知財マネジメントの知⾒を有する者の助⾔を踏まえながら、

知財の取扱の検討を⾏う。
農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドラインへの準拠
研究の過程で農業者等からデータの提供を受ける場合、データの取扱について農業者等と合意形成し、農林⽔産省へ報告する。

研
究
期
間
中

コンソーシアムを構成して研究を⾏う場合、コンソーシアムの参画機関は、委託研究が終了し、コンソーシアムが解散した後も、秘密保持や研究成果の取扱いに関する⼀部の条項、知財
合意書の規定のうち研究成果の技術移転のために必要な権利・義務については引き続き遵守する。

研
究
終
了
後

⽅針掲載ページ
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想定される研究成果及び知的財産としての取扱担当研究
機関名⼩課題名

知的財産としての活⽤⽅針知的財産としての取扱創出年度研究成果の概要

国内⺠間企業へ広く利⽤許諾し普及する。育成者権（日本、○○国）
権利者︓△△、▲▲XX・・・・の育成

△△研究所
▲▲県１．○○の開発 生産者には秘密保持契約を締結した上で許諾

する。
5年後、改めて秘匿化を継続するか再検討。

ノウハウとして秘匿（5年間）
保有者︓△△、▲▲XX・・・・の栽培⽅法

データを論⽂として公表する。
ただし、下記特許出願願の出願時期の対象事
項については留意する。

権利化せずに公知化
論⽂公表者︓△△、■■XX・・・・の解明

△△研究所
（株）■■２．○○の開発

■■において実施する。特許権（日本）
権利者︓△△、■■XX・・・・の開発

【参考】権利化等方針（提案書様式4-7）の記載例



応募要領Ⅵ2 (7)７．研究成果とデータの取扱 ー データマネジメントプラン ー

必須記入項目
メタデータのア
クセス権

その他データの秘
匿理由

データの公開
レベル

データの分
類

データ管理者
の連絡先

データ
管理者

データの
管理機関

データ
の説明

データ
名称

データ
No.

公開秘匿しないレベル４
（広範な提
供・利活⽤予
定）

委託者指定
データ

TEL︓〇〇－
〇〇〇〇－〇
〇〇〇
E-Mail︓〇〇
@〇〇〇〇

○○課国⽴研究
開発法⼈
〇〇研究
所

⼩課題○の○○実証
において○○センサより
撮像したデータであり、
圃場の画像データ

○○実証において
センサより撮像した
画像データ及び関
連データ

1

共有（⼀定の
アクセス権を持
つ者のみに開
⽰）

事業化に
向けて市場
の競争⼒を
確保するた
め

レベル３
（PJ参加者
以外の第三
者にも提供・
利活⽤予
定）

自主管理
データ

同上⼩課題○で開発する〇
〇を予想するためシュミ
レーションによって得られ
た〇〇データ

○○のシミュレーショ
ンデータ

2

･･･

公開レベル4を選択した場合、
必須

公開レベル３⼜は４を選択した場合、必須

・・・プロ
ジェク
ト名

体系的
番号

資⾦配分
機関情報

その他データのリポジト
リ

円滑な
提供に
向けた
取組

データの利活
用・提供方針

データの
想定利活
用用途

データの取
得方法

データ取得
者

データの秘
匿期間

・・・・・・J○○○
○〇

MAFF期間中︓
○○に保存
終了後︓
○○に保存

・・・・・・プロジェクト
においてセン
サを⽤いて
自ら取得

国⽴研究開
発法⼈〇〇
研究所

秘匿期間
なし

・・・期間中︓
○○に保存
終了後︓
○○に保存

・・・・・・シミュレー
ションソフト
を⽤いて自
ら取得

同上PJ終了後
1年間未満

･･･ PJ外の者へ研究開発データを提供することが想定される
場合には、追加の情報を記載する。

データマネジメントプラン記載の情報の公開レベルにつ
いての項目。公開・共有・非公開から選択。公開を
選択した場合には、当省においても利活⽤促進する
予定。

レベル１（自社のみで利活⽤）、レベル２（PJ参加者間のみで共
有・利活⽤）、レベル３（PJ参加者以外の第三者にも提供・利活
⽤）、レベル４（広範な提供・利活⽤）の中から、各研究課題の⽅
針に基づき設定する。

 本事業では、データマネジメントに係る基本⽅針（応募要領別紙２）を踏まえて、研究開発データの取扱に係る⽅針（データマネジメントプラン）を作成
し、応募時に農林⽔産省へ提出。
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応募要領Ⅷ9７．研究成果とデータの取扱 ー 農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン ー

チェックの観点
（詳細はガイドライン参照。）

合意してない場合の代
替措置⼜は代替措置
を講じていない理由

合意の根拠
（条項、項目

等）

合意の有無
（〇をつける）

合意内容として確
認する項目等

カテゴリ

本来の目的のためのデータ利活⽤を促進する。ノウハ
ウの産地外流出につながるデータ等があれば「○○地
域の農業の発展と生産性向上」などの設定をし、その
地域を確認する。目的があいまいだと、不測のトラブル
が生じることがある（例︓提供データ等の目的外利
⽤）。

○

提供／当初/
派生データ等の
利⽤目的

目的

使⽤する⽤語を明確にすることで、解釈による不⼀致
が生じないようにする。○

データ名、項目名、
加工、派生データ、

個⼈情報等

各種定
義

○チェックリストのイメージ
（ https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/attach/pdf/keiyaku-27.pdfを参照してください。）

データ提供者にも
説明の上、全ての
項目をチェックして
ください。

左の合意の有無に〇
がつかない場合、その
代替措置や代替措
置を講じない理由を
記載してください。 項目の観点を説明

しています。

 研究の過程で農業者等※からデータの提供を受ける場合、以下のいずれかの手続を経る必要。
① 農林⽔産省が準備したデータ提供契約書ひな形（https://www.affrc.maff.go.jp/docs/chizai/houshin.html︓令和8年4⽉以降掲載

予定）を利⽤する場合、当該ひな形を利⽤した結果の最終合意内容を農林⽔産省へ報告（チェックリストの作成は不要）。
② 自社ひな形等を利⽤する場合は、AI・データ契約ガイドライン準拠チェックリストを作成の上、農林⽔産省へ報告。

※ 農業者等とは、農業・林業・⽔産業を営む個⼈に限られず、これらの事業を営む法⼈その他団体も含む。
ただし、コンソーシアム構成員は除く。
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８．その他の注意事項 ー 不合理な重複・過度の集中、不正⾏為、不正使用 ー 応募要領Ⅷ1、3、5

不合理な重複、過度の集中に該当する場合の対応
審査対象からの除外、採択の決定の取消⼜は経費の削

減。

 不合理な重複とは、同⼀の研究者による同⼀の研究課題に対して、複数のプ
ロジェクト等が不必要に重ねて配分されている状態。
 過度の集中とは、同⼀の研究者⼜はコンソーシアムに当該年度に配分される
研究費全体が、効果的、効率的に使⽤できる限度を超え、その研究期間内で
は使いきれないほどの状態。
競争的研究費の適正な執⾏に関する指針（H17.9.9付け競争的研究費に関する関係府省連絡会申合せ）

不合理な重複
及び過度の集
中の排除

研究倫理教育を実施していない場合の対応
実施していない研究機関は、本事業に参加できない。

特定不正⾏為が⾏われた場合の措置
研究費の⼀部⼜は全部の返還や、本事業をはじめとする

農林⽔産省所管の研究資⾦等への申請を⼀定期間制
限する場合がある。

 各研究機関では、研究倫理教育責任者の設置や、契約締結時までに研究
倫理教育を実施。（契約時に誓約書を提出）
 研究活動の特定不正⾏為の告発があった場合、調査委員会の設置や調査
の実施等、適切に対応する必要。
競争的研究費の適正な執⾏に関する指針（H17.9.9付け競争的研究費に関する関係府省連絡会申合せ）
農林⽔産省所管の研究資⾦に係る研究活動の不正⾏為への対応ガイドライン、農林⽔産省が配分する研究資
⾦を活⽤した研究活動における特定不正⾏為への対応に関する規程（H18.12.15付け農林⽔産技術会議事
務局⻑、林野庁⻑官及び⽔産庁⻑官通知）

研究活動の不
正⾏為防⽌の
ための対応

不正使用等が⾏われた場合の措置
不正使⽤等により委託費等の全部または⼀部を返還し

た研究者及び共謀した研究者は、本事業に係る新規の応
募⼜は継続課題への参加を⼀定期間認めない。（所属
機関における管理・監視体制が不十分であった場合は、同
機関の所属研究者全てに対し適⽤）
また、本事業において不正使⽤等により委託費の返還措

置が採られた場合、不正使⽤等の概要を公表。

 不正使⽤とは、故意もしくは重大な過失による競争的研究費等の他の⽤途へ
の使⽤⼜は競争的研究費等の交付決定の内容やこれに附した条件に違反した
使⽤のこと。
 不正受給とは、偽りその他不正な手段により競争的資⾦等を受給すること。

競争的研究費の適正な執⾏に関する指針（H17.9.9付け競争的研究費に関する関係府省連絡会申合せ）
公的研究費の不正使⽤等の防⽌に関する取組について（共通的な指針）（H18.8.31付け総合科学技術会
議決定）
研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）（H19.10.1付け農林⽔産技術会議
事務局⻑、林野庁⻑官及び⽔産庁⻑官通知）

研究費の不正
使用等

 競争的研究費に関する関係府省連絡会申合せ等に準じて、以下の取組を⾏っている。
関係通知・指針掲載ページ

https://www.affrc.maff.go.jp/docs/bosai/r8/r8tsuchi.html
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８．その他の注意事項 ー 情報管理の適正化 ー 応募要領Ⅷ8、別添1,2

 本事業の実施に当たっては、以下の体制を確保。変更する場合には、事前に農林⽔産省と協議。

① 契約の履⾏に必要な情報を取り扱うにふさわしい、契約を履⾏する業務に従事する情報管理統括責任者⼜は情報管理責任者（情報管理責任者等）を確保す
ること。

② 情報管理責任者等が契約の履⾏に必要もしくは有⽤な、⼜は背景となる経験、知⾒、資格、業績等を有すること。
③ 情報管理責任者等が他の手持ち業務等との関係において、契約の履⾏に必要な業務所要に対応できる体制にあること。

確
保
す
べ
き
体
制

 本事業に係る契約の履⾏に際し知り得た保護すべき情報の取扱に当たっては、
調達における情報セキュリティ基準（応募要領別添１）と調達における情報セ
キュリティの確保に関する特約条項（応募要領別添２）に基づき管理する。

 特に、保護すべき情報の取扱については、 以下の情報管理実施体制を確保。
変更した場合には、遅滞なく農林⽔産省に通知。

① 契約を履⾏する⼀環として受託者が収集、整理、作成等した⼀切の情報が、農林⽔産省が保護を要さないと確認するまでは保護すべき情報として取り扱われること
を保障する実施体制。

② 農林⽔産省の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する実施体制。
③ 農林⽔産省が書面により個別に許可した場合を除き、受託者に係る親会社等、兄弟会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタント
その他の受託者に対して指導・監督・業務⽀援・助⾔・監査等を⾏う者を含む⼀切の受託者以外の者に対して、伝達⼜は漏えいされないことを保障する実施体制。

確
保
す
べ
き
体
制

保護すべき情報とは
農林⽔産省の所掌事務に係る情報であって、公になっていないも

ののうち、農林⽔産省職員以外の者への漏えいが我が国の安全保
障、農林⽔産業の振興⼜は所掌事務の遂⾏に⽀障を与えるおそれ
があるため、特に受託者における情報管理の徹底を図ることが必要と
なるもの。

 応募者は、上記を踏まえて提案書と提案書様式4-4に必要事項を記載すること。

1. 代表機関の情報管理統括責任者と情報管理責任者（⽒名・役職・連絡先）
2. 各共同研究機関の情報管理責任者（⽒名・役職・連絡先）

応募要領別紙４ （提案書様式）

1. 所属及び役職
2. 学歴及び職歴
3. 情報管理に関する業務経験、研修実績、

専門的知識・知⾒

様式4-4 （情報管理経歴書）1-7 情報管理実施体制 4-2 事業実施責任者

＋
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８．その他の注意事項 ー 法令・指針等の遵守 ー 応募要領Ⅺ

 「みどりの⾷料システム戦略」による環境負荷低減に向けた取組強化として、補助事業等の実施の際には、最低限⾏うべき環境負荷低減の取組の実践
を義務化するクロスコンプライアンスが位置付け。

 研究開発の実施にあたっては、環境に負荷を与えることにならないよう、事業内容に関連する環境関係法令を遵守する必要がある。
 受託者は、新たな環境負荷を与えることにならないよう、「みどりチェック実施状況報告書」に記載された項目に取り組むこと。

最終年度の受託に関わる試験研究が終了したときは、「みどりチェック実施状況報告書」に取組結果を記載し、提出すること。

20
みどりチェックページみどりの⾷料システム戦略ページ

• 肥料の品質の確保等に関する法律
（昭和 25 年法律第 127 号）

• 農薬取締法
（昭和 23 年法律第 82 号）

• 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
（昭和45年法律第137号）

• ⾷品循環資源の再生利⽤等の促進に関する法律
（平成12年法律第116号）

• 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
（平成７年法律第112号）

• ⽔質汚濁防⽌法
（昭和45年法律第138号）

• 労働安全衛生
法（昭和47年法律第57号）

• 合法伐採⽊材等の流通及び再利⽤化の促進等に関する法律
（平成28年法律第48号）

• ⼟地改良法
（昭和24年法律第195号）

主
な
環
境
関
係
法
令

【参考】みどりチェック例



９．問い合わせ先

03-3502-2549農林⽔産省 農林⽔産技術会議事務局 研究統括官室 農村担当本事業の全般について

03-3502-7436農林⽔産省 農林⽔産技術会議事務局 研究企画課 知的財産班
研究成果とデータの取扱について
（知的財産マネジメント含む）
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